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改正相続法の
はなし
これまで「くらしの法律シリーズ」で取り上げてきた、

相続・遺言・後見など老後の問題。

2018年７月に、およそ40年ぶりの

大きな法改正がありました。

2019年１月から、

段階的に施行されている相続法改正。

その中身を、ここでまとめてお伝えします！

京都法律事務所だより 2020年7月104



1  配偶者居住権とは？
　被相続人の配偶者は、被相続人が所有する建
物に相続開始時に居住していた場合、一定の要
件を満たせば、居住していた建物を相続しなく
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、そこに無償で居住することができるよう
になりました（民法1028条）。
　例えば、被相続人であるＨさんが、遺産とし
て2000万円の居住用建物としての自宅と預金
2000万円を死亡時に持っていたとします。相
続人は配偶者であるＷさんと娘のＤさんの２人
です。Ｈさんは遺言を残さなかったため、Ｗさ
んとＤさんは法定相続分に従い、各２分の１ず
つＨさんの遺産を相続します。Ｗさんとしては、
長年住み慣れた自宅を手放したくありません。
そこで、自宅を相続したいと考えていますが、
そうすると2000万円の預金は全てＤさんのも
のとなり、Ｗさんの手元には今後の生活をして
いくためのお金がありません。
　このような場合に、自宅の所有権をＤさんに
相続させ、配偶者居住権をＷさんが相続し、預

ただし、遺産分割においては配偶者居住権自体
の価値は評価されるので、無償というのはあく
まで賃料支払義務がないという意味であること
に注意しなければなりません。

４    配偶者居住権に
デメリットはあるの？

　配偶者居住権は創設されたばかりの権利です
が、現段階で少なくとも以下の４つのデメリッ
トも指摘されています。
 1 不動産の譲渡・売却ができない 
　自宅に住み始めた後に認知症を発症したため
病院や介護施設へ入らざるを得なくなった場
合、配偶者居住権は原則として配偶者が死亡す
るまで有効に存続するため、実際には配偶者が
住んでいなくても、配偶者居住権はなくなりま
せん。そのため、第三者は住むことができない
ため、自宅は売れず、もてあましてしまうこと
になります。
 2 所有者の税負担が大きい 
　固定資産税は通常不動産の所有者が負担する
ものですが、改正相続法では配偶者居住権を取
得した者は通常の必要費として、固定資産税の
支払義務を負います。しかし、これはあくまで
も「建物」についてであるため「土地」につい

ては原則どおり土地所有者が支払義務を負うこ
とになり、土地所有者にとっては自分が住んで
いない土地の税金を支払うことになるので不満
を感じやすくなります。

 3   配偶者の年齢によっては手元に残るお金が
少なくなる

　配偶者居住権の価値は存続年数が長ければ高
くなります。そのため、配偶者の年齢が若けれ
ば配偶者居住権の価値も相対的に高くなるた
め、その分手元に残るお金が少なくなります。
 4 利用できるのが法律上の配偶者のみ 
　配偶者居住権は被相続人の配偶者が利用でき
る権利なので、事実婚や内縁配偶者は対象外と
なっています。
　以上のように、デメリットもある配偶者居住
権。これを利用して、住み慣れた家に住み続け
ながら、後の生活資金も残せるという利点をと
るかどうか、迷ったら、弁護士にご相談ください。

金は２人で分けることで、Ｗさんの生活場所と
生活費の確保を図れるのです。なお、この制度
は、2020年４月１日以降の相続に適用されます。

２    どんな場合に
権利取得できるの？

　配偶者居住権は、無条件で取得できるもので
はありません。
　簡単にいえば、①相続人全員で決める②被相
続人が決める③家庭裁判所の判断で取得させる
という３つのパターンがあります（民法1028
条１項、1029条）。

3    配偶者居住権の内容って
どんなもの？

 1 存続期間（民法1030条） 
　特別な取り決めをしなければ、配偶者が終身
の間、すなわち死亡するまで存続するのが原則
となります。
 2 無償の使用収益権（民法1028条１項） 
　居住期間中は賃料の支払義務がありません。

配偶者居住権ってなあに？
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１    居住用不動産の贈与・遺贈
　共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け
たか、生計の資本等のために贈与を受けた者が
いる場合は、いわば遺産の前渡しを受けたもの
として取り扱われ（特別受益）、遺産分割で取
り分が減らされます。
　しかし、相続法改正により、次の要件をみた
せば、被相続人が、配偶者に対し、居住用不動
産を遺贈または贈与した場合は、被相続人がそ
の遺贈または贈与については特別受益として取
り扱わないという意思表示をしたものと推定さ
れることになりました（民法903条４項）。
　① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である

被相続人からもう一方の者に対する遺贈ま
たは贈与であること

　② 居住の用に供する建物またはその敷地であ
ること

　この定めによれば、被相続人が、配偶者の生
活を守るために居住用不動産を遺贈または贈与
しても、原則として特別受益として取り扱われ

ませんので、配偶者は、より多くの財産を取得
することができるようになりました。

２    配偶者への生前贈与と
贈与税

　婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動
産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈
与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに
最高2000万円までの配偶者控除が受けられま
す。次の要件をみたすことが必要です。
①婚姻期間20年を過ぎた後に夫婦間で行わ
れた贈与
②贈与された財産が居住用不動産または居住
用不動産を取得するための金銭
③贈与を受けた年の翌年３月15日までに、
贈与により取得した居住用不動産または贈
与を受けた金銭で取得した居住用不動産
に、贈与を受けた者が現に住んでおり、そ
の後も引き続き住む見込みである
④贈与税の申告を行うこと

遺産分割 ～配偶者が保護される？

＜居住用建物＞
夫Aと妻Bが同居

子C

◇生前贈与（居住用建物2000万円）が特別受益として扱われる場合
　Ｂの取得額：（6000万＋2000万）×1/2－2000万＝ 2000万円
　居住用建物の生前贈与が遺産の前渡しとして計算されるため、Ｂは、Ａの遺産である
　預金のうち2000万円しか受け取れません。

◇生前贈与（居住用建物2000万円）が特別受益として扱われない場合 
　（民法903条４項）
　Ｂの取得額：6000万×1/2＝3000万円
　ＢはＡの遺産である預金のうち3000万円を受け取れます。

＊被相続人の意思表示
　例えば、Ａが、Ｂに居住用建物を贈与する際の契約書に「特別受益としての持ち戻し
を免除しない」と明記した場合は、民法903条４項に基づく推定はされません。したがっ
て、居住用建物の生前贈与は、遺産の前渡しとして計算され、Ｂは、Ａの遺産である預
金のうち2000万円しか受け取れません。

被相続人　Ａ
相続人　　Ｂ、Ｃ 
Ａの遺産　預金6000万円
＊ ＡとＢは婚姻期間が20年以上の夫婦。
ＡがＢに居住用建物2000万円（評価
額）を生前贈与していた。

例
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1    単独では払戻しができなかった
改正前

　相続人が複数の場合の被相続人の預貯金債権
について、平成28年12月19日の最高裁大法廷
決定により、相続された預貯金債権は遺産分割
の対象財産に含まれることとなり、共同相続人
による単独での払戻しができないこととされま
した。
　葬儀費用の支払いや相続債務の弁済等のため
に資金が必要であったとしても、遺産分割が終
了するまでの間、相続預貯金の払戻しはできな
いことになったのです。
　例えば、夫が亡くなり、妻と長男と長女の３
人が共同相続した場合、妻が夫の葬式費用を準
備しようとして、管理していた夫名義の預金通
帳から払戻を受けたくても、単独ではできなく
なりました。夫の入院費用も、夫の預金から支
払うことができなくなったのです。
　この決定で示された家庭裁判所による仮分割
の仮処分を活用できるとしても、遺産分割審判

ないし調停の本案が係属していなければなら
ず、また、急迫の危険を防止するために必要が
あるとの要件が厳しいため、許可を得られると
しても審理に期間がかかります。ですから、緊
急の資金需要には対応できませんでした。
　今回の民法・家事事件手続法の改正で、共同
相続人が単独で預貯金の払戻しをしやすくなり
ました。

２    家庭裁判所の判断を経ない
預貯金払戻し制度

　民法の改正により、2019年７月１日以降、
各共同相続人は、相続開始時の預貯金債権額の
３分の１に、払戻しを行う共同相続人の法定相
続分を乗じた額について、単独での払戻しがで
きるようになりました。但し、１つの金融機関
から払戻しが受けられる限度が政令で150万円
とされています。
　右の例のように、共同相続人全員が協議をし
なくても、単独で相続預貯金の払戻しが可能と
なりました。

遺産分割前の 単独預貯金払戻し制度 　　　　相続預金1200万円
　　　　妻・長男・長女

◇妻の単独払戻し可能額は150万円
　  預貯金債権額は1200万円、その1/3に、
妻の法定相続分1/2を乗じると200万円

　しかし、限度額は150万円
　1200万円×1/3×1/2
　＝200万円＞150万円

◇長男の単独払戻し可能額は100万円
　  預貯金債権額は1200万円、その1/3に、
長男の法定相続分1/4を乗じると100万円
　1200万円×1/3×1/4＝100万円

３    家庭裁判所の判断による預貯金
払戻し

　家事事件手続法の改正により、預貯金債権に
限り、家庭裁判所による仮分割の仮処分の要件
が緩和されました。相続債務の弁済や相続人の
生活費の支弁等の事情により仮払いの必要性が
認められる場合、他の共同相続人の利益を害し
ない限り、家庭裁判所は、共同相続人の一人に
相続預貯金を仮取得させることができるように
なったのです。
　例えば、夫が亡くなり、妻と長男と長女の３
人が共同相続した場合、妻が、当面の生活費を
捻出する必要性が認められると、長男や長女の
利益を害さない範囲で、夫名義の預貯金を仮取
得できるのです。
　こうして、家庭裁判所の判断で仮取得させる
旨の審判をもらった共同相続人は、単独で預貯
金の払戻しを受けることができます。
　預貯金の大半を夫名義にして管理していた妻
にとって、相続預貯金を仮取得できることは助
かりますので、利用したい制度です。

例

6 7



ればなりませんでした。
　今回の改正では、遺産の目録部分については、
パソコンで作成をしたり、通帳のコピー、不動
産登記事項証明書を添付することが可能となり
ました（ただし、パソコンで作成した目録等を
添付する場合は各頁に署名・捺印が必要です）。

２    自筆証書遺言を法務局で保管し
てもらえる制度ができました

　また、2020（令和２）年７月10日から作成
した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
制度が新たにできました。
　これまで、自筆証書遺言については、相続発
生後、家庭裁判所で遺言書の「検認」の申し立
てを行わなければなりませんでした（公正証書
遺言の場合は不要）。
　今回の改正で、法務局に遺言書の保管をして
もらっている場合は、「検認」の申し立てが不
要となります。
　また、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者ら
は、遺言書保管所（法務局）にて、遺言書が保

管されているかどうかを調べること（「遺言書
保管事実証明書」の交付請求）、遺言書の写し
の交付を請求すること（「遺言書情報証明書」
の交付請求）ができ、また、遺言書を保管して
いる遺言書保管所において遺言書を閲覧するこ
ともできます。
　自筆証書遺言を遺言書保管所（法務局）に保

管してもらうためには、遺言者本人が遺言書保
管所に出向いて遺言書の保管申請の手続きを行
う必要がありますが、自筆証書遺言の要件（形
式面）を満たしているかチェックをしてもらえ
るので、その点でもメリットがある制度と考え
られます。1    自筆証書遺言の要件が

緩和されました
　遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言等
いくつかの作成の仕方がありますが、2019（平
成31）年１月から自筆証書遺言の作成が容易
にできるようにルールが変わりました。
自筆証書遺言を作成する場合は、
　（1）　遺言者本人が自分自身で全文を書く。
　（2）　日付を記載する。
　（3）　署名をする。
　（4）　捺印をする（実印が望ましい）。
　ということが要件とされています。
　今回上記（1）の「遺言者本人が自分自身で
全文を書く」という要件が緩和され作成が容易
になりました。
　例えば、遺言書を作成する場合、多数の財産
があるときなどは、遺言書本文とは別に、別紙
として財産の目録を添付することが便宜です。
　しかし、従来、自筆証書遺言については、そ
うした多数の財産も全文自署（手書き）しなけ

自筆証書遺言と目録の例

遺言書

遺言者京都法男は、この遺書により、

次のとおり遺言する。

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

京都法男　　

遺産目録

１．不動産

２．預貯金

京都法男　　京
都
法
男

京
都
法
男

自筆証書遺言が変わる？
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られていませんでした。現物で返還するか金銭
で弁償するかの選択肢は返還請求に応じるべき
相手方にあったのです。その際、遺産の中に遺
留分を満足させるだけの預貯金がある場合や、
相手方に蓄えがあれば、それで対処できたかも
しれません。しかし、遺産が不動産のみである
場合などは、共有状態では容易に売却もできま
せんので、解決に困難を伴うことが往々にして
生じていました。

２    遺留分の「減殺請求」から
「侵害額請求」へ

　そこで、改正法では、遺留分の返還方法につ
いては、遺留分減殺請求という形ではなく、遺
留分を侵害された額の請求が出来るもの（遺留
分侵害額の金銭を請求できる権利）とすること
にしました（新民法1042条から1049条）。つ
まり、遺言によって単独で不動産を取得した場
合には、「遺留分減殺請求」により共有になる
ことがなくなったので、単独で利用・処分する
ことが可能となりました。そのうえで、遺留分

侵害額はいくらになるのか、どのように支払う
のか、という問題として解決をはかっていくこ
とになったのです。
　また、遺留分侵害額の算定に当たって、改正
前は、遺留分を算出する基礎財産に生前贈与を
受けていた分（特別受益）が贈与の時期を問わ
ずにすべて遺留分算定の基礎となる財産に含ま
れることになっていました。改正法は、これを
改め、生前贈与について持ち戻す期間を相続開
始前の10年間に限るものとし、対象となる贈
与も、婚姻や養子縁組のためのものか生計の資
本として受けたものに限ることになりました。
　なお、例えば遺産の中に預貯金等が少なく、
遺言により不動産を取得した様な場合におい

て、侵害された価額の返還をする現金が不足す
るような場合には、支払いについて相当の期限
を許与しうることとなりました（1047条５
項）。そのため、すぐに不動産を売却しなけれ
ばならないというような事態を回避することも
可能となっています。
　この改正により、事業を継続していく上で不
可欠の財産を取得したにもかかわらず、単独で
の利用が妨げられたり、その解決のために当該
不動産を処分せざるを得ない状況に陥ってしま
うことが回避しやすくなったといえます。その
ことから、中小業者に多い同族会社などの事業
承継対策が行いやすくなったと言われていま
す。

1  遺留分減殺請求の問題点
　遺留分制度とは、例えば、１人の相続人に全
財産を相続させるとの遺言が残された場合、他
の相続人が最低限主張できる相続分をいいま
す。民法では、法定相続分の半分が「遺留分」
として保障されています（なお、第２順位の相
続人だけの場合は３分の１、第３順位の相続人
には遺留分はありません）。
　改正前は、遺言により法定相続分を超えた財
産を相続した相続人が、遺留分が確保できな
かった相続人から、遺留分減殺請求権（権利を
侵害された人が遺留分を取り戻す請求）を行使
されると、全ての財産が共有状態になってしま
い、単独での利用が妨げられたり、すぐには処
分できないことになっていました。
　そのような場合、遺産分割の実際の場面の多
くのケースでは、差額を支払うことにより解決
しようとしていたと思われますが、遺留分の返
還方法が決まっていたわけではありません。金
銭で返還するように請求するような権利は認め

遺留分制度

とは？

相続法改正・遺留分
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725条）。上記の典型例は１親等の姻族なので
③に該当し、相続人ではありませんが、特別寄
与者になれます。
　但し、親族でも自ら相続放棄をした者及び相
続を受けるに相応しくない者（相続欠格事由が
ある者、相続廃除された者）は除かれます。

２  特別の寄与とは？
　特別寄与者が特別寄与料を請求できるのは、
被相続人に対し
　①無償で
　②療養看護その他の労務の提供を行い、

　③ 被相続人の財産の維持又は増加について特
別の寄与をした場合、です。

　まず、療養介護等は無償であることが必要で
す。有償の場合は、程度にもよりますが特別寄
与料を全部又は一部もらえない可能性がありま
す（民法1050条３項の「一切の事情」として
裁判所が考慮）。
　また「療養看護」は具体例の一つであって、
これに限られません。例えば故人の事業に無償
で従事していた場合などは、「その他の労務提
供」に該当することになります。
　但し、特別寄与料が認められるのは療養看護
と労務の提供に限定されるので、「財産上の給
付」により被相続人の財産の維持・増加に努め
ても、特別寄与料の請求はできません。
　さらに、被相続人の遺産を維持・増加させる
「特別な」寄与であることが必要です。

３  特別寄与料の請求方法
　特別寄与者が相続人との協議で解決すること
が望ましいですが、協議が不調に終わったとき
や、そもそも相手方が協議に応じないときは、
家庭裁判所に調停を申し立てます。申立書の提
出先は、請求の相手方である相続人（複数いる
場合はそのうちの１人）の住所地を管轄する家

庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁
判所です（家事事件手続法245条）。
　調停がまとまらず不成立となった場合は審判
手続が開始され、裁判所が特別寄与料を定めて
相続人に対し金銭の支払いを命じます（新家事
事件手続法216条の３）。

４  特別寄与料の金額の定め方
　民法1050条３項は、特別寄与料の金額につ
いて、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の
額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が
特別寄与料の額を定めると規定しています。要
するに相続に関する一切の事情が総合考慮され
て金額が決まります。

５  請求期限
　家庭裁判所に対する調停申立ては、特別寄与
者が相続の開始及び相続人を知った時から６箇
月を経過したとき、又は相続開始の時から１年
を経過したときはできなくなります（民法1050
条２項）。特別寄与者は相続が開始したら、で
きる限り早期に相続人に特別寄与料を請求する
必要があります。
　詳細は弁護士に相談されることをお勧めしま
す。

　長年親族の世話をしても、遺産は相続人のみ
が取得し、相続人でない場合（例えば亡夫の父
親の介護をしてきた妻など）は一銭ももらえな
いということが、ままありました。
　これまでも被相続人の療養介護等で貢献した
場合には寄与分（民法904条の２）がありまし
たが、これは相続人だけに限定され、相続人以
外の方が貢献しても遺産の分配は認められませ
んでした。
　しかし民法が改正され、2019（令和元）年
７月１日以降に被相続人が死亡した場合は、相
続人以外の方でも特別の寄与があれば「特別寄
与料」として遺産の分配を受けることができる
ことになりました（民法1050条１項）。

1  特別寄与者の資格
　特別寄与者は、「相続人ではないが被相続人
と親族関係がある者」に限られます。典型的な
例が、亡夫の親の世話をしてきた妻です。
　親族とは、①６親等内の血族、②配偶者、③
３親等内の姻族、のいずれかをいいます（民法

特別寄与料制度の新設について
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京都法律事務所 検索

お気軽にご相談ください

家族
の
こと

離婚、親権、養育費、DV、
老親の財産管理（後見）など

お金
の
こと

債務整理・過払金返還、
破産・個人再生など

くらし
の
こと

交通事故、医療過誤、
消費者被害など

商売
の
こと

商取引、金銭貸借、債権回収、倒産など

住まい
の
こと

借地・借家問題、不動産トラブル、
環境・住宅問題など

働く
こと

解雇、配転、賃金差別、労働災害、職業病、
過労死、パワハラ・セクハラなど

その他 刑事事件、少年事件など 毎週水曜日限定　13:00～15:00 （休日除く）
＊20分間程度の簡易なご相談に限らせていただきます

お気軽にご利用ください

の制度も利用できます。

お知り合いに法律問題で困っている方がおられましたら、このカードをお渡しください

ご紹介カード
このカードをご持参の方は、初回
相談を無料とさせていただきます

※必ず事前にご予約ください

ご相談者のお名前 お電話番号

ご紹介者のお名前 お電話番号

当事務所とのつながり（団体名など）

お電話で
ご 予 約 075-256-1881

ホームページ
から

携帯サイトへのアクセスは左のQRコードをご利用
ください。　
http://www.kyotolaw.jp/m/

ホームページの相談申込フォームをご利用
の場合は当事務所からご連絡いたします。①まずはお電話を

ご希望の日時、簡単なご相談内容、お名前、
ご連絡先をお伝えください。②面談日時をご予約

ご相談内容に関係する資料などがあれば、
できるだけお持ちください。③ご予約の日時に事務所へ

初回相談時間は原則30分です。
ご相談料は、30分2,500円（税抜）です。④弁護士と面談

処理方針や弁護士費用のご説明をします。
ご納得いただければ、契約書を作成し、
事件処理を開始いたします。

⑤ご依頼受付・問題解決へ

ご
相
談

平日

土曜
（第2土曜を除く）

10：00～19：00
10：00～12：00

受
　
付

平日

土曜
（第2土曜を除く）

9：00～18：00
9：00～13：00

24時間受付。ご相談申込フォームからお申込ください。当日
もしくは翌開所日に、折り返しお電話にてご連絡いたします。

相談から依頼までの流れ

京都御苑

丸太町通
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地下鉄 京都市役所前駅
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京都法律事務所
御幸町ビル５階

京都地方
裁判所

文

P

P

P

P

P

P

●お車でお越しの際は付近のコインパーキングをご利用ください
●地下鉄烏丸線：「丸太町」で下車、①③⑤⑦番出口、徒歩10分

〒604－0981　京都市中京区御幸町通丸太町下ル御幸町ビル5階
TEL 075－256－1881　FAX 075－231－8506
http://www.kyotolaw.jp/

ご相談はお気軽に。まずは面談日をご予約ください。

キ　リ　ト　リ

ご相談はお気軽に。まずは面談日をご予約ください。

キ　リ　ト　リ

個性豊かな弁護士陣
早めのご相談が、よりよい解決に結びつきます

働く人々のための
法理を追究する
吉
よし
田
だ
 美
み
喜
き
夫
お

依頼者の心を癒やす
あったか笑顔
岡
おか
 根
ね
 竜
りょう
 介
すけ

医療事故と
向き合って十数年
黒
くろ
 澤
さわ
 誠
せい
 司
じ

法律をもっと
あなたのそばに
津
つ
 島
しま
 理
り
 恵
え

大きな心と手で
依頼者を支える
福
ふく
 山
やま
 和
かず
 人
ひと

自由を愛する
自由人な弁護士
佐
さ
藤
とう
 雄
ゆういちろう 
一郎

平和を愛する
行動派弁護士
小
おがさわら
笠原 伸

しん
児
じ

空飛ぶ
ママさん弁護士
金
かな
 杉
すぎ
 美
み
 和
わ

専用電話 075-256-1888お電話での法律相談

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、当事務所も
４月14日から５月末日まで、事務所開所時間の短縮、面
談相談から電話相談への切り替えなどの対応を取らせて
いただいておりました。
　現在は、通常の開所時間となっておりますが、当面の
間は、以下の対応とさせていただきます。皆様にはご迷惑、
ご不便をおかけすることもございますが、感染拡大防止
のため、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。

所員はマスク
着用にて対応
させていただ
きます。

相談室は窓や
扉を開放し、
換気に努めま
す。

相談時もソー
シャルディス
タンスに留意
致します。

受付前に消毒
液を設置して
おります。ご
利用ください。

新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせ



　佐藤雄一郎弁護士は、静岡県出身。働きなが

ら司法試験を受験し、弁護士を目指した苦労人

（？）でもありますが、そんな様子は感じさせず、

長身で飄々とした「自由人」。大学時代の恩師

が弁護士で、授業の合間に楽しそうに事件の話

をしているのが羨ましく、この世界に飛び込ん

だそう。そんな自由人の佐藤弁護士も、夜遅く

まで、そして休みの日にも事務所で仕事をして

いて「自分でも驚愕です」。京都法律を選んだ

理由は、「各界のエキスパートが揃っていたの

で、自分の弁護士としての質を向上させるのは

ここだと思ったから」とのことで、所員も新し

い仲間を迎えて身の引き締まる思いです。

　既に日野町事件や建設アスベスト訴訟など、

弁護団事件にも取り組んでいる佐藤弁護士。趣

味の将棋やボルダリング、映画鑑賞（最近観た

のは『ロシアより愛をこめて（007シリーズ）』

や『ラプラスの悪魔』）で息抜きもしながら、「何

でもさらっとこなせるスマートな弁護士」目指

してがんばります！

　これからも、京都法律事務所ともども、佐藤

雄一郎弁護士をよろしくお願いします。

加わりました !
佐藤 雄一郎 弁護士紹介

京都法律に


